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新型コロナウィルス感染症対策について（今年度７回目のお知らせとお願い） 

 

すでに６都府県に発出されている緊急事態宣言が延長になったことと合わせて、８月２０日

より 7 府県に新たに緊急事態宣言が発出されました。まん延防止等重点措置を実施する地域に

ついても、岡山・広島を含む１６道県に増加しています。また、本県においても、過去最高の

感染拡大が進んでいる状況となっています。このような急速な感染拡大に伴い、８月１８日の

島根県知事からの要請を踏まえて、本校の対応としては原則下記の通りとします。 

ご協力とご理解の程よろしくお願いいたします。 

 

記 

１．都道府県をまたぐ移動について 

４６都道府県との往来をすべて控えてください。ただし、通学等を含めたやむを得ない事情

（入学試験や入社試験またはそれに関わる必要なこと、部活動の公式戦、冠婚葬祭など）に

より往来をする場合は、以下の事項を守ってください。 

① 滞在中は、外食を控えたり人ごみを避けたりするなど、感染対策を十分に行うこと。 

 ②滞在期間中は、毎日「健康チェックシート」（本校所定のもの）を記入し、帰校後に担任ま 

で提出をすること。 

 ③緊急事態宣言が発出されている地域および、まん延防止等重点措置を実施している地域と

の往来について、以下の項目に当てはまる場合は、各自で帰宅日翌日から３日間自宅待機

とし、４日目にＰＣＲ検査または抗原検査を行い、「陰性」の結果が出てから出校すること。 

  □滞在中に現地の不特定多数の人と接触するなど感染リスクを伴う行動をとった場合 

□滞在中または帰宅後に発熱や咳、頭痛、倦怠感など体調不良が認められた場合 

※感染状況の変化により、変更がある場合には、改めて通知いたします。 

 

２．基本的な感染対策の徹底について 

感染リスクが高まる場面（大人数や長時間に及ぶ飲食、マスクなしでの会話など）に注意し、

以下の基本的な感染対策に取り組むこと。 

（１）「三つの密（密閉、密集、密接）の回避」 （２）「人と人との距離の確保」 

（３）「マスクの着用」            （４）「手洗いなどの手指衛生」 

発熱や風邪などの症状がある場合は、決して無理をせず、休んで頂き、外出を控え、まず最

初に、かかりつけ医、または、「健康相談コールセンター」に連絡の上、早めに医療機関を受診

して下さい。現在アルファ株からデルタ株への置き換わりが進んでおり、デルタ株は感染力が

非常に強く、感染拡大に大きく影響しています。また、ワクチンを接種済みの方が感染し、周

囲の方に感染が広がるリスクがあることから、ワクチン接種前と同じく、十分な感染予防対策

を徹底、継続していただく必要があります。２回の接種を終えて、十分な免疫を獲得したとし

ても、それは重症防止の体制が整ったにすぎません。周囲への感染という意味では、決して対

策を緩める段階にはありませんので、十分な対策、注意をお願いします。 

 

３．誹謗中傷や差別の防止について 

 感染した方やその関係者などに対する、インターネットやＳＮＳ上での誹謗中傷、うわさ 

話などは、厳に慎むこと。 

 

４．その他 

 家族や同居の方が PCR検査などを受けられた場合は、必ず学校までご連絡ください。 

 なお、休日に連絡をされる場合は、以下のメールアドレスまたは電話番号にお願いします。 

 📧kaisei@kaisei.matsue.shimane.jp 

☎０９０－２２９１－１２８１（教頭 松浦）                                    以上 


